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■ 令和７年中の収入がなかった方、扶養にされていた方、遺族年金、
障害年金などを受給されていた方はこの欄に記入してください。

１．次の方に扶養（援助）されていた。

氏 名 富士川 太郎 続柄 夫

■ 現住所、令和８年 1月 1日現在の住所、フリガナ・氏名、生
年月日、電話番号、業種又は職業（自営業の場合は屋号）
個人番号（マイナンバー）などを記入してください。

⑰～⑲ ひとり親・寡婦・勤労学生に該当する方
⑳ 障害者控除を受けられる方
（障害者手帳などを提示してください。）

㉑～㉒ 配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる方
㉓ 扶養控除を受けられる方
l 扶養親族が 16歳未満（平成 22年 1月 2日以後生まれ）

の場合は 16歳未満の扶養親族欄に記入してください。
※扶養親族の方などの個人番号(マイナンバー)を記入してくださ
い。

※扶養親族が別居の場合、裏面の 12を記入してください。
※こちらの欄に記載がない場合は、控除が認められません。
記入漏れがないようにご注意ください

添付資料（源泉徴収票、支払調書、生命保険料の控除証明書、地震保
険料の控除証明書など）は 申告書に貼らないで そのままお持
ちください。

【ご注意】「給与支払報告書」をお持ちの方は税務課へ提出をして

ください。 源泉徴収票とは違います。

例：夫の扶養であった場合 １に○印、夫の氏名、続柄を記入

※続柄は申告する本人からみた続柄を記入してください。

記 載 例

8 2 2
000000000000

富士川町 天神中條１１３４

富士川 太郎
フジカワ タロウ

50 5 5

0556-22-7205

会社員

富士川 一郎

富士川 一郎
フジカワ イチロウ 身体 ３

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

富士川 花子
ﾌｼﾞｶﾜ ﾊﾅｺ

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

50 5 3

0

フジカワ イチロウ

富士川 一郎

✓
父

富士川 柚子

フジカワ ユズ ✓ 子

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

富士川 桜

フジカワ サクラ

21 8 20

4 3 27

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

20 5 1

✓
子

フジカワ ソラ

富士川 空

17 9 3

✓ 子
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■ 給与所得のある方で源泉徴収票がない場合には、給与明細、支払
証明書などをもとに記入してください。

■ 扶養親族等が「別居」の場合は記入してください。

■ 事業・不動産所得のある方は、「収支内訳書」（用紙は税務課窓口
にあります）を作成し、この欄に記入してください。１年間の合
計所得金額が所得控除額の合計を超える方は所得税の確定申告
が必要です。

■ 原稿料、印税、講演料、生命保険等の個人年金など、他のいずれ
の所得に当てはまらない収入を記入してください。

■ 申告時に必要なもの

ア 申告書
イ 源泉徴収票（給与・公的年金等）、支払調書、生命保険等の

個人年金の支払証明書、営業・農業・不動産所得の収支内訳
書など、収入と必要経費が分かる書類

ウ 社会保険料（国民年金保険料、国民健康保険料、任意継続健
康保険料など）の金額が分かるもの

エ 生命保険料、地震保険料、国民年金保険料などの控除証明書
（コピー不可）

オ その他 障害者手帳、医療費控除の明細書(医療費の領収書
の提出は不可）など

カ 申告者の個人番号(マイナンバー)確認書類と身元確認書類
※控除対象配偶者や扶養親族の分の個人番号(マイナンバー)
確認書類の提示又は写しの添付は必要ありません。

※町申告書は郵送で提出することも可能です。

※代理の方の提出の場合など、別紙の「申告書提出時のマイ
ナンバーの記入・本人確認書類について」を参照してくだ
さい。（同一世帯の場合、委任状は不要です。）
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